
企企業業再再生生のの円円滑滑化化をを図図るるたためめのの税税制制措措置置（法人税、住民税、事業税） 
 

迅速な企業再生を支援する観点から、民事再生法等の法的整理に加え、これに準ずる一定

の要件※１を満たす私的整理において債務免除が行なわれた際、評価損の損金算入※2及び期

限切れ欠損金の優先利用を認める（私的整理のうち、整理回収機構や中小企業再生支援協

議会が関与する私的整理及び私的整理ガイドラインに基づく私的整理が対象となる見込み

※１、※３）。 
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③ ②で作成した貸借対照表に基づき債務免除益が決定されていること 
④ 2 以上の金融機関による債権放棄が行われていること（整理回収機構は単独放
棄でも可） 

（①～③については第三者機関等の認証を得ているものに限る） 
※ ２ 
評価益がある場合には併せて計上し益金算入。 
※ ３ 
正式には、各手法毎に資産評価の基準の策定等の所要の見直しを行った後、文章照

会により本制度の対象となる旨明確化される。 


